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提案理由 

 次の理由により改正するとともに、字句の整理を行うものであります。 

(1) 秦野市手数料条例 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正により、

次に掲げる手数料について、新たに区分を設けること。 

(ｱ) 住宅部分における建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定

に係る手数料 

(ｲ) 計算及び仕様基準を併用する評価方法における低炭素建築物新築等

計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画に係る手数料 

イ 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定を受けた建築物にお

ける検査手数料を設けること。 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び同法施行規則

の一部改正により、秦野市手数料条例で引用する条項に移動が生じたこ

と。 

(2) 秦野市建築基準条例 

建築基準法の一部改正により、建築確認及び検査の審査省略制度の対象

となる建築物の範囲が縮小されたことから、その申請等に係る手数料の区

分及び額を改めること。 

  

 





 

 

秦野市条例第  号  

 

   秦野市手数料条例及び秦野市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

（秦野市手数料条例の一部改正） 

第１条 秦野市手数料条例（平成１２年秦野市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１第７項第１号ア中「及び第７号ア」を削る。 

  別表第１第８項第１号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律第５３号。第１０項において「建築物省エネ法」と

いう。）第１５条第１項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律第５３号。第１０項において「建築物省エネ法」と

いう。）第１４条第１項」に改め、「及び第７号ア」を削り、同号イ（ア）

中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省 

・国土交通省令第１号。以下この項及び第１０項において「基準省令」とい

う。）第１０条第２号イ（１）及びロ（１）」を「建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下

この項及び第１０項において「基準省令」という。）第１０条第２号ただし

書又は同号イ（１）及びロ（１）」に改め、同号イ（オ）ａ中「基準省令第

１０条第２号イ（１）及びロ（１）」を「基準省令第１０条第２号ただし書

又は同号イ（１）及びロ（１）」に、「（ウ）ａからｄまで」を「（エ）ａ

から d まで」に改め、同号イ（オ）ｄ中「基準省令第１０条第２号イ（２） 

及びロ（２）」を「基準省令第第１０条第１号イ（２）及びロ（２）」に改

め、同号イ（オ）中ｄをｅとし、同号イ（オ）ｃ中「基準省令第１０条第２

号イ（１）及びロ（１）」を「基準省令第１０条第１号ただし書又は同号イ

（１）及びロ（１）」に改め、同号イ（オ）中ｃをｄとし、同号イ（オ）ｂ

中「（エ）ａからｄまで」を「（カ）ａからｄまで」に改め、同号イ（オ）

中ｂをｃとし、ａの次に次のように加える。 

    ｂ 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ

（２）又は同号イ（２）及び（１）の規定に係るものに限る。） 

 建築物の共同住宅等の部分の床面積について、（オ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

  別表第１第８項第１号イ中（オ）を（キ）とし、（エ）を（カ）とし、
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（ウ）の次に次のように加える。 

    (ｵ) 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は

同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 

次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

     ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき 

５１，０００円 

     ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のとき。 １件につき８６，０００円 

     ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき１５０，０００円 

     ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件に

つき２２０，０００円 

別表第１第８項第１号イ（ウ）中「基準省令第１０条第２号イ（１）及び

ロ（１）」を「基準省令第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ 

（１）」に改め、同号イ中（ウ）を（エ）とし、（イ）を（ウ）とし、（ア） 

の次に次のように加える。 

   (ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２） 

又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 

     次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

    ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき

２５，０００円 

    ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき

２８，０００円 

  別表第１第８項第３号イ（イ）中「同号イ（ウ）」を「同号イ（キ）」に

改め、同表第１０項第１号ア及びイを次のように改める。 

   ア 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める 

    額 

    (ｱ) 基準省令第１条第１項第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ

（１）の規定に係るもの 次に掲げる一戸建ての住宅の床面積の区

分に応じ、それぞれに定める額 

     ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき

３４，０００円 

     ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき
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３８，０００円 

    (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（２）又は同号イ

（２）及びロ（１）の規定に係るもの 次に掲げる一戸建ての住宅

の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

     ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき

２５，０００円 

     ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき

２８，０００円 

    (ｳ) 基準省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）の規定に係る

もの 次に掲げる一戸建ての住宅の床面積の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

     ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 １件につき

１７，０００円 

     ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 １件につき

１９，０００円 

   イ １の建築物（一戸建ての住宅を除く。）の場合 次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額 

    (ｱ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号ただし書又は同号イ（１） 

及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建築物の住

宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき

６９，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のとき。 １件につき１２０，０００円 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき２００，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件に

つき２８０，０００円 

    (ｲ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（２）又

は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 次に掲

げる建築物の住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

     ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき
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５１，０００円 

     ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のとき。 １件につき８６，０００円 

     ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき１５０，０００円 

     ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件に

つき２２０，０００円 

    (ｳ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）の

規定に係るものに限る。） 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

     ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき

３３，０００円 

     ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のとき。 １件につき５７，０００円 

     ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき１００，０００円 

     ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件に

つき１６０，０００円 

    (ｴ) 工場等（基準省令第１０条第１号に規定する工場等をいう。）の

場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

     ａ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書又は同号イ

の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建築物の非住宅部分の

床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

      (a) 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につ

き２３，０００円 

      (b) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のとき。 １件につき３１，０００円 

      (c) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のとき。 １件につき４３，０００円 

      (d) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のとき。 １件につき１００，０００円 

      (e) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のとき。 １件につき１５０，０００円 
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      (f) 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき１９０，０００円 

      (g) 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 １

件につき２３０，０００円 

     ｂ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定に係るもの

に限る。） 次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応

じ、それぞれに定める額 

      (a) 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につ

き１９，０００円 

      (b) 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のとき。 １件につき２６，０００円 

      (c) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のとき。 １件につき３８，０００円 

      (d) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方

メートル未満のとき。 １件につき９５，０００円 

      (e) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満のとき。 １件につき１４０，０００円 

      (f) 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき１８０，０００円 

      (g) 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 １

件につき２２０，０００円 

    (ｵ) （ア）から（エ）以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

に定める額 

     ａ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書又は同号イ

の規定に係るものに限る。） 建築物の非住宅部分の床面積につ

いて、第８項第１号イ（キ）ｄ（ａ）から（ｇ）までの区分に応

じ、それぞれに定める額 

     ｂ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定に係るもの

に限る。） 建築物の非住宅部分の床面積について、第８項第１

号イ（キ）ｅ（ａ）から（ｇ）までの区分に応じ、それぞれに定

める額 

  別表第１第１０項第２号中「建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適

合性判定手数料（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規
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則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条」を「建築物エネルギー消費

性能確保計画の変更適合性判定手数料（建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１３条」に改

め、同号ア中「の非住宅部分」を削り、同項第３号中「建築物省エネ法第 

３５条第２項」を「建築物省エネ法第３０条第２項」に改め、同号ア中「建 

築物省エネ法第３５条第１項各号」を「建築物省エネ法第３０条第１項各号」 

に改め、同号ア（イ）中「イ（ウ）及び第７号イ（ウ）」を「イ（エ）」に

改め、同号（ウ）中「建築物省エネ法第３４条第３項」を「建築物省エネ法

第２９条第３項」に、「イ（エ）」を「イ（オ）」に改め、同号ア（ウ）ｂ

中「又は（ウ）」を「、（ウ）又は（エ）」に改め、同号イ（ア）中「基準

省令第１０条第２号イ（１）及びロ（１）」を「基準省令第１０条第２号た

だし書又は同号イ（１）及びロ（１）」に改め、同号イ（エ）中「又は

（ウ）」を「、（ウ）又は（エ）」に改め、同号イ中（エ）を（オ）とし、

同号イ（ウ）ａ中「基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（１）」を「基

準省令第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ（１）」に、「第８

項第１号イ（ウ）ａからｄまで」を「第８項第１号イ（エ）ａからｄまで」

に改め、同号イ（ウ）ｄ中「第８項第１号イ（オ）ｄ（ａ）から（ｇ）ま

で」を「第８項第１号イ（キ）ｅ（ａ）から（ｇ）まで」に改め、同号イ

（ウ）中ｄをｅとし、同号イ（ウ）ｃ中「基準省令第１条第１号ただし書」

を「基準省令第１条第１項第１号ただし書」に、「第８項第１号イ（オ）ｃ

（ａ）から（ｇ）まで」を「第８項第１号イ（キ）ｄ（ａ）から（ｇ）ま

で」に改め、同号イ（ウ）中ｃをｄとし、同号イ（ウ）ｂ中「第８項第１号

イ（エ）ａからｄまで」を「第８項第１号イ（カ）ａからｄまで」に改め、

同号イ（ウ）中ｂをｃとし、同号イ（ウ）ａの次に次のように加える。 

     ｂ 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２）又は

同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 建築物

の住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（オ）ａからｄま

での区分に応じ、それぞれに定める額 

  別表第１第１０項第３号イ中（ウ）を（エ）とし、同号イ（イ）中「第８

項第１号イ（イ）ａ又はｂ」を「第８項第１号イ（ウ）ａ又はｂ」に改め、

同号イ中（イ）を（ウ）とし、同号イ（ア）の次に次のように加える。 

    (ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ（２） 

又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 
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      建築物の床面積について、第８項第１号イ（イ）ａ又はｂの区分

に応じ、それぞれに定める額 

  別表第１第１０項第４号中「建築物省エネ法第３５条第２項」を「建築物

省エネ法第３０条第２項」に改め、同項第５号中「建築物省エネ法第３６条

第２項」を「建築物省エネ法第３１条第２項」に、「建築物省エネ法第３５

条第２項」を「建築物省エネ法第３０条第２項」に改め、同項第６号中「建

築物省エネ法第３６条第２項」を「建築物省エネ法第３１条第２項」に、

「建築物省エネ法第３５条第２項」を「建築物省エネ法第３０条第２項」に

改め、同項第７号を次のように改める。 

  (7) 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定建築物における完了検

査（建築物省エネ法第１１条第１項若しくは第２項又は第１２条第２項

若しくは第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を

受けた建築物又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則第８条第１項各号の規定に基づく同法第１１条第６項の規定によ

る適合判定通知書の交付を受けたものとみなす建築物に係る建築基準法

第７条第１項の規定に基づく申請又は第１８条第２０項の規定に基づく

通知に対する検査を含む。）手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ

に定める額 

   ア 一戸建ての住宅の場合 １件につき１４，０００円 

   イ １の建築物の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金 

    額 

    (ｱ) 住宅部分（一戸建ての住宅を除く。） 次に掲げる建築物の住宅

部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

     ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき

２１，０００円 

     ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平方メート

ル未満のとき。 １件につき３５，０００円 

     ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき６７，０００円 

     ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 １件に

つき１００，０００円 

    (ｲ) 非住宅部分 次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 
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     ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 １件につき

１９，０００円 

     ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メート

ル未満のとき。 １件につき２６，０００円 

     ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき３８，０００円 

     ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のとき。 １件につき９５，０００円 

     ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方

メートル未満のとき。 １件につき１４０，０００円 

     ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平

方メートル未満のとき。  １件につき１８０，０００円 

     ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のとき。 １件

につき２２０，０００円 

 （秦野市建築基準条例の一部改正） 

第２条 秦野市建築基準条例（平成１２年秦野市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第１第１項第１号中「１０，０００円」を「１５，０００円」に改め、 

 同項第２号中「１８，０００円」を「２８，０００」に改め、同項第３号中

「２８，０００円」を「４３，０００円」に改め、同項第４号中「５００平

方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に、「３６，０００円」を

「４８，０００円」に改め、同項中第１１号を第１２号とし、第５号から第

１０号までを１号ずつ繰り下げ、同項第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内

のもの ５５，０００円 

  別表第２第１項第１号中「１６，０００円」を「２４，０００円」に改め、 

 同項第２号中「１９，０００円」を「３０，０００円」に改め、同項第３号

中「２５，０００円」を「３９，０００円」に改め、同項第４号中「５００

平方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に、「３４，０００円」

を「４４，０００円」に改め、同項中第１１号を第１２号とし、第５号から

第１０号までを１号ずつ繰り下げ、同項第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内

のもの ５３，０００円 
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  別表第３第 1 項第 1 号中「１５，０００円」を「２３，０００円」に改め、 

 同項第２号中「１８，０００円」を「２９，０００円」に改め、同項第３号

中「２４，０００円」を「３８，０００円」に改め、同項第４号中「５００

平方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に、「３３，０００円」

を「４２，０００円」に改め、同項中第１１号を第１２号とし、第５号から

第１０号までを１号ずつ繰り下げ、同項第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内

のもの ４９，０００円 

  別表第４第１号中「１５，０００円」を「２４，０００円」に改め、同表

第２号中「１８，０００円」を「２８，０００円」に改め、同表第３号中 

 「２３，０００円」を「３７，０００円」に改め、同表第４号中「５００平

方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に、「３２，０００円」を

「４２，０００円」に改め、同表中第１１号を第１２号とし、第５号から第

１０号までを１号ずつ繰り下げ、同表第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メートル以内

のもの ５０，０００円 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 秦野市手数料条例及び秦野市建築基準条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

秦野市手数料条例の一部改正 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１－６ （略） １－６ （略） 

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第

８７号。以下この項において「長期優良住宅法」という。）関

係手数料 

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第

８７号。以下この項において「長期優良住宅法」という。）関

係手数料 

(1) 長期優良住宅建築等計画の認定手数料（長期優良住宅法第

６条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額 

(1) 長期優良住宅建築等計画の認定手数料（長期優良住宅法第

６条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額 

  ア 長期優良住宅法第６条第１項第１号に定める基準に適合

していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項

に規定する登録住宅性能評価機関（第３号、第６号ア及び

第７号、次項第１号ア並びに第１０項第３号アにおいて 

「評価機関」という。）による審査を受けた場合 建築物

の住戸の総数に応じ、次に掲げる額 

  ア 長期優良住宅法第６条第１項第１号に定める基準に適合

していることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項

に規定する登録住宅性能評価機関（第３号、第６号ア及び

第７号、次項第１号ア並びに第１０項第３号ア及び第７号

アにおいて「評価機関」という。）による審査を受けた場

合 建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額 

   (ｱ)－(ﾂ) （略）    (ｱ)－(ﾂ) （略） 

  イ （略）   イ （略） 
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 (2)－(9) （略） (2)－(9) （略） 

８ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号。以下この項において「低炭素法」という。）関係手数料 

８ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号。以下この項において「低炭素法」という。）関係手数料 

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第 

５４条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額 

 (1) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第 

５４条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額 

  ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１０

項において「建築物省エネ法」という。）第１４条第１項

に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第 

１０項第３号アにおいて「判定機関」という。）又は評価

機関による審査を受けた場合 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

  ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１０

項において「建築物省エネ法」という。）第１５条第１項

に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第 

１０項第３号ア及び第７号アにおいて「判定機関」とい 

う。）又は評価機関による審査を受けた場合 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ)－(ｳ) （略）    (ｱ)－(ｳ) （略） 

  イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(ｱ) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１

号。以下この項及び第１０項において「基準省令」とい

う。）第１０条第２号ただし書又は同号イ（１）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に掲げ

   (ｱ) 一戸建ての住宅（建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１

号。以下この項及び第１０項において「基準省令」とい

う。）第１０条第２号イ（１）及びロ（１）の規定に係

るものに限る。）のとき。 次に掲げる建築物の床面積
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る建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 の区分に応じ、それぞれに定める額 

    ａ・ｂ （略）     ａ・ｂ （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及

びロ（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係る

ものに限る。）のとき。 次に掲げる建築物の床面積の

区分に応じ、それぞれに定める額 

 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。  

１件につき２５，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。  

１件につき２８，０００円 

 

(ｳ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（２）及

びロ（２）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に

掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（２）及

びロ（２）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に

掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める

額 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

(ｴ) 共同住宅等（基準省令第１０条第２号ただし書又は同

号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。）の

とき。 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｳ) 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に掲げ

る建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ａ－ｄ （略） ａ－ｄ （略） 

(ｵ) 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ

（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るもの
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に限る。）のとき。 次に掲げる建築物の床面積の区分

に応じ、それぞれに定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 

１件につき５１，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき８６，０００

円 

 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき  

１５０，０００円 

 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 

 １件につき２２０，０００円 

 

(ｶ) 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ

（２）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に掲げ

る建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｴ) 共同住宅等（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ

（２）の規定に係るものに限る。）のとき。 次に掲げ

る建築物の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

    ａ－ｄ （略）     ａ－ｄ （略） 

(ｷ) １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請

に係るものを合計した額 

(ｵ) １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請

に係るものを合計した額 

ａ 共同住宅等の部分（基準省令第第１０条第２号ただ

し書又は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るもの

に限る。） 建築物の共同住宅等の部分の床面積につ

いて、（エ）ａからｄまでの区分に応じ、それぞれに

ａ 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（１） 

及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 建築物の

共同住宅等の部分の床面積について、（ウ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 
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定める額 

ｂ 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（１） 

及びロ（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に

係るものに限る。） 建築物の共同住宅等の部分の床

面積について、（オ）ａからｄまでの区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

 

ｃ 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（２） 

及びロ（２）の規定に係るものに限る。） 建築物の

共同住宅等の部分の床面積について、（カ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

ｂ 共同住宅等の部分（基準省令第１０条第２号イ（２） 

及びロ（２）の規定に係るものに限る。） 建築物の

共同住宅等の部分の床面積について、（エ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

ｄ 非住宅部分（基準省令第１０条第１号ただし書又は 

同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 

 次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積の区分に応

じ、それぞれに定める額 

ｃ 非住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及び

ロ（１）の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建

築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに

定める額 

     (a)－(g) (略)      (a)－(g) (略) 

ｅ 非住宅部分（基準省令第１０条第１号イ（２）及び

ロ（２）の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建

築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに

定める額 

ｄ 非住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（２）及び

ロ（２）の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建

築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれに

定める額 

     (a)－(g) （略）      (a)－(g) （略） 

 (2) （略） (2) （略） 

(3) 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料（低炭素法 (3) 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料（低炭素法
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第５５条第２項において準用する低炭素法第５４条第２項の

規定による申出をしない場合） 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める額を合計した額 

第５５条第２項において準用する低炭素法第５４条第２項の

規定による申出をしない場合） 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める額を合計した額 

ア 新たに共同住宅等の部分又は非住宅部分を追加する場合

 変更認定申請に係るものについて、第１号ア又はイに該 

当する場合においては、同号ア又はイに掲げる区分に応じ、 

それぞれに定める額（この場合においては、同号ア又はイ

中「床面積」を「追加する床面積」と読み替えて算出した

額） 

ア 新たに共同住宅等の部分又は非住宅部分を追加する場合

 変更認定申請に係るものについて、第１号ア又はイに該 

当する場合においては、同号ア又はイに掲げる区分に応じ、 

それぞれに定める額（この場合においては、同号ア又はイ

中「床面積」を「追加する床面積」と読み替えて算出した

額） 

イ ア以外の場合 変更認定申請に係るものについて、次に

定める額 

イ ア以外の場合 変更認定申請に係るものについて、次に

定める額 

   (ｱ) （略）    (ｱ) （略） 

   (ｲ) 第１号イに該当する場合においては、同号イに掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額に２分の１を乗じて得

た額（同号イ（キ）に該当する場合においては、既に計

画の認定を受けた部分で変更しない部分に係るものを含

む。） 

   (ｲ) 第１号イに該当する場合においては、同号イに掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額に２分の１を乗じて得

た額（同号イ（ウ）に該当する場合においては、既に計

画の認定を受けた部分で変更しない部分に係るものを含

む。） 

 (4) （略） (4) （略） 

１０ 建築物省エネ法関係手数料 １０ 建築物省エネ法関係手数料 

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定手数料 

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定手数料 

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 一戸建ての住宅の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞ ア 工場等（基準省令第１０条第１号に規定する工場等をい
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れに定める額 う。）の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ｱ) 基準省令第１条第１項第２号ただし書又は同号イ（１） 

及びロ（１）の規定に係るもの 次に掲げる一戸建ての

住宅の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号イの規定に

係るものに限る。） 次に掲げる建築物の非住宅部分の

床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 

１件につき３４，０００円 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 

１件につき２３，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 

１件につき３８，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき３１，０００

円 

 ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

４３，０００円 

 ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

１００，０００円 

 ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のとき。 １件につき

１５０，０００円 

 ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき

１９０，０００円 
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 ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のと

き。 １件につき２３０，０００円 

   (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ（１）及びロ（２）又

は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るもの 次に掲

げる一戸建ての住宅の床面積の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ｲ) 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定に

係るものに限る。） 次に掲げる建築物の非住宅部分の

床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 

１件につき２５，０００円 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 

１件につき１９，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 

１件につき２８，０００円 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき２６，０００

円 

 ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

３８，０００円 

 ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

９５，０００円 

 ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のとき。 １件につき

１４０，０００円 

 ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき
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１８０，０００円 

 ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のと

き。 １件につき２２０，０００円 

(ｳ) 基準省令第１条第１項第２号イ（２）及びロ（２）の

規定に係るもの 次に掲げる一戸建ての住宅の床面積の

区分に応じ、それぞれに定める額 

 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のとき。 

１件につき１７，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のとき。 

１件につき１９，０００円 

 

イ １の建築物（一戸建ての住宅を除く。）の場合 次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額 

イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

(ｱ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号ただし書又は

同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。）    

次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号イの規定に

係るものに限る。） 建築物の非住宅部分の床面積につ

いて、第８項第１号イ（オ）ｃ（ａ）から（ｇ）までの

区分に応じ、それぞれに定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。  

１件につき６９，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき 

１２０，０００円 

 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上  
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５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

２００，０００円 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 

１件につき２８０，０００円 

 

(ｲ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及び

ロ（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るも

のに限る。） 次に掲げる建築物の住宅部分の床面積の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｲ) 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定に

係るものに限る。） 建築物の非住宅部分の床面積につ

いて、第８項第１号イ（オ）ｄ（ａ）から（ｇ）までの

区分に応じ、それぞれに定める額 

    ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。  

１件につき５１，０００円 

 

    ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき８６，０００

円 

 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

１５０，０００円 

 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 

 １件につき２２０，０００円 

 

(ｳ) 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（２）及び

ロ（２）の規定に係るものに限る。） 次に掲げる建築

物の住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 
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ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。  

１件につき３３，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき５７，０００

円 

 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

１００，０００円 

 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 

 １件につき１６０，０００円 

 

(ｴ) 工場等（基準省令第１０条第１号に規定する工場等を

いう。）の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定

める額 

 

ａ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書

又は同号イの規定に係るものに限る。） 次に掲げる

建築物の非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

 

(a) 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 

 １件につき２３，０００円 

 

(b) 床面積の合計が３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

３１，０００円 
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(c) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

４３，０００円 

 

(d) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

１００，０００円 

 

(e) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のとき。 １件につ

き１５０，０００円 

 

(f) 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満のとき。 １件につ

き１９０，０００円 

 

(g) 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

とき。 １件につき２３０，０００円 

 

ｂ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定

に係るものに限る。） 次に掲げる建築物の非住宅部

分の床面積の区分に応じ、それぞれに定める額 

 

(a) 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。 

 １件につき１９，０００円 

 

(b) 床面積の合計が３００平方メートル以上 

１，０００平方メートル未満のとき。 １件につき

２６，０００円 
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(c) 床面積の合計が１，０００平方メートル以上 

２，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

３８，０００円 

 

(d) 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

９５，０００円 

 

(e) 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のとき。 １件につ

き１４０，０００円 

 

(f) 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満のとき。 １件につ

き１８０，０００円 

 

(g) 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

とき。 １件につき２２０，０００円 

 

(ｵ) （ア）から（エ）以外の場合 次に掲げる区分に応じ、 

それぞれに定める額 

 

ａ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書

又は同号イの規定に係るものに限る。） 建築物の非

住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（キ）ｄ

（ａ）から（ｇ）までの区分に応じ、それぞれに定め

る額 

 

ｂ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定  
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に係るものに限る。） 建築物の非住宅部分の床面積

について、第８項第１号イ（キ）ｅ（ａ）から（ｇ）

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適合性判定手数

料（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１３条に規定する

軽微な変更に該当していることを証する書面を交付する場合

を含む。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を

合計した額 

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更適合性判定手数

料（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条に規定する

軽微な変更に該当していることを証する書面を交付する場合

を含む。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を

合計した額 

  ア 新たに建築物を追加する場合 変更認定申請に係るもの

について、前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額（この場合において、これらの規定中「床面積」

を「追加する床面積」と読み替えて算出した額） 

  ア 新たに建築物の非住宅部分を追加する場合 変更認定申 

請に係るものについて、前号ア又はイに掲げる区分に応じ、 

それぞれに定める額（この場合において、これらの規定中 

「床面積」を「追加する床面積」と読み替えて算出した額） 

  イ （略）   イ （略） 

 (3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（建 

築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をしない場合） 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

 (3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（建 

築物省エネ法第３５条第２項の規定による申出をしない場合） 

 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 建築物省エネ法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合

していることについて、あらかじめ判定機関若しくは評価

機関による審査を受けた場合又は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書

について、あらかじめ評価機関から交付を受けた場合 次

ア 建築物省エネ法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合

していることについて、あらかじめ判定機関若しくは評価

機関による審査を受けた場合又は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書

について、あらかじめ評価機関から交付を受けた場合 次
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に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) （略）    (ｱ) （略） 

   (ｲ) １の建築物（一戸建ての住宅を除き、同時に住宅部分

の認定申請をしたものを含む。イ（エ）において同

じ。）のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請に係る

ものを合計した額 

   (ｲ) １の建築物（一戸建ての住宅を除き、同時に住宅部分

の認定申請をしたものを含む。イ（ウ）及び第７号イ 

（ウ）において同じ。）のとき。 次に掲げる額のう

ち、認定申請に係るものを合計した額 

    ａ・ｂ （略）     ａ・ｂ （略） 

   (ｳ) ２以上の建築物のとき（建築物省エネ法第２９条第３

項に規定する他の建築物を含む場合をいう。イ（オ）に

おいて同じ。）。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額を合計した額 

   (ｳ) ２以上の建築物のとき（建築物省エネ法第３４条第３

項に規定する他の建築物を含む場合をいう。イ（エ）に

おいて同じ。）。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに

定める額を合計した額 

    ａ （略）     ａ （略） 

    ｂ 他の建築物（ｃに掲げるものを除く。） イ（ア）、 

（イ）、（ウ）又は（エ）の規定の例により算定した 

額 

    ｂ 他の建築物（ｃに掲げるものを除く。） イ（ア）、 

（イ）又は（ウ）の規定の例により算定した額 

    ｃ （略）     ｃ （略） 

  イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (ｱ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号ただし書又 

は同号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 

のとき。 建築物の床面積について、第８項第１号イ 

（ア）ａ又はｂの区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及

びロ（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 建築

物の床面積について、第８項第１号イ（ア）ａ又はｂの

区分に応じ、それぞれに定める額 
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(ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（１）及

びロ（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係る

ものに限る。）のとき。 建築物の床面積について、第

８項第１号イ（イ）ａ又はｂの区分に応じ、それぞれに

定める額 

 

(ｳ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（２）及

びロ（２）の規定に係るものに限る。）のとき。 建築

物の床面積について、第８項第１号イ（ウ）ａ又はｂの

区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１０条第２号イ（２）及

びロ（２）の規定に係るものに限る。）のとき。 建築

物の床面積について、第８項第１号イ（イ）ａ又はｂの

区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｴ) １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請

に係るものを合計した額 

   (ｳ) １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請

に係るものを合計した額 

ａ 住宅部分（基準省令第１０条第２号ただし書又は同

号イ（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 

 建築物の住宅部分の床面積について、第８項第１号

イ（エ）ａからｄまでの区分に応じ、それぞれに定め

る額 

    ａ 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ

（１）の規定に係るものに限る。） 建築物の住宅部

分の床面積について、第８項第１号イ（ウ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

ｂ 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（１）及びロ

（２）又は同号イ（２）及びロ（１）の規定に係るも

のに限る。） 建築物の住宅部分の床面積について、

第８項第１号イ（オ）ａからｄまでの区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

 

ｃ 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ ｂ 住宅部分（基準省令第１０条第２号イ（２）及びロ
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（２）の規定に係るものに限る。） 建築物の住宅部

分の床面積について、第８項第１号イ（カ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

（２）の規定に係るものに限る。） 建築物の住宅部

分の床面積について、第８項第１号イ（エ）ａからｄ

までの区分に応じ、それぞれに定める額 

ｄ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ただし書

若しくは基準省令第１０条第１号ただし書又は同号イ

（１）及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 建

築物の非住宅部分の床面積について、第８項第１号イ

（キ）ｄ（ａ）から（ｇ）までの区分に応じ、それぞ

れに定める額 

ｃ 非住宅部分（基準省令第１条第１号ただし書若しく

は基準省令第１０条第１号ただし書又は同号イ（１）

及びロ（１）の規定に係るものに限る。） 建築物の

非住宅部分の床面積について、第８項第１号イ（オ）

ｃ（ａ）から（ｇ）までの区分に応じ、それぞれに定

める額 

ｅ 非住宅部分（基準省令第１０条第１号イ（２）及び

ロ（２）の規定に係るものに限る。） 建築物の非住

宅部分の床面積について、第８項第１号イ（キ）ｅ 

（ａ）から（ｇ）までの区分に応じ、それぞれに定め

る額 

ｄ 非住宅部分（基準省令第１０条第１号イ（２）及び

ロ（２）の規定に係るものに限る。） 建築物の非住

宅部分の床面積について、第８項第１号イ（オ）ｄ 

（ａ）から（ｇ）までの区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (ｵ) ２以上の建築物のとき。 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める額を合計した額 

   (ｴ) ２以上の建築物のとき。 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める額を合計した額 

    ａ 申請に係る建築物 （ア）、（イ）、（ウ）又は 

（エ）の規定の例により算定した額 

    ａ 申請に係る建築物 （ア）、（イ）又は（ウ）の規

定の例により算定した額 

    ｂ 他の建築物（ｃに掲げるものを除く。） （ア）、

（イ）、（ウ）又は（エ）の規定の例により算定した

額 

ｂ 他の建築物（ｃに掲げるものを除く。） （ア）、

（イ）又は（ウ）の規定の例により算定した額 

    ｃ （略）     ｃ （略） 
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(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（建

築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をする場合） 

 前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額と

建築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をするもの

に応じ、それぞれ次に掲げる額とを合計した額 

(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（建

築物省エネ法第３５条第２項の規定による申出をする場合）

 前号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額と

建築物省エネ法第３５条第２項の規定による申出をするもの

に応じ、それぞれ次に掲げる額とを合計した額 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

 (5) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料

（建築物省エネ法第３１条第２項において準用する建築物省

エネ法第３０条第２項の規定による申出をしない場合） 次

に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額 

 (5) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料

（建築物省エネ法第３６条第２項において準用する建築物省

エネ法第３５条第２項の規定による申出をしない場合） 次

に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

(6) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料

（建築物省エネ法第３１条第２項において準用する建築物省

エネ法第３０条第２項の規定による申出をする場合） 前号

に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額と建

築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出をするものに

応じ、それぞれ第４号ア又はイに掲げる額とを合計した額 

(6) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料

（建築物省エネ法第３６条第２項において準用する建築物省

エネ法第３５条第２項の規定による申出をする場合） 前号

に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を合計した額と建

築物省エネ法第３５条第２項の規定による申出をするものに

応じ、それぞれ第４号ア又はイに掲げる額とを合計した額 

(7) 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定建築物にお

ける完了検査（建築物省エネ法第１１条第１項若しくは第２

項又は第１２条第２項若しくは第３項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物又は建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第８条第

(7) 建築物エネルギー消費性能基準の認定申請手数料 次に

掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 
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１項各号の規定に基づく同法第１１条第６項の規定による適

合判定通知書の交付を受けたものとみなす建築物に係る建築

基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は第１８条第２０

項の規定に基づく通知に対する検査を含む。）手数料 次に

掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 一戸建ての住宅の場合 １件につき１４，０００円 ア 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることにつ

いて、あらかじめ判定機関若しくは評価機関による審査を

受けた場合、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条

第３項に規定する建設住宅性能評価書について、あらかじ

め評価機関から交付を受けた場合又は建築物省エネ法第 

１２条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性

判定を受けた場合若しくは建築物省エネ法第３５条第１項

各号若しくは低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に

適合していることについて、あらかじめ本市の認定を受け

た場合で、かつ、建築基準法第７条第５項、第７条の２第

５項若しくは第１８条第１８項に規定する検査済証につい

て、あらかじめ交付を受けた場合 第３号アに掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額 

  イ １の建築物の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

イ ア以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (ｱ) 住宅部分（一戸建ての住宅を除く。） 次に掲げる建

築物の住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定

(ｱ) 一戸建ての住宅（基準省令第１条第１項第２号イ（１） 

及びロ（１）の規定に係るものに限る。）のとき。 第
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める金額 ３号イ（ア）に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。  

１件につき２１，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき３５，０００

円 

 

ｃ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

６７，０００円 

 

ｄ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上のとき。 

 １件につき１００，０００円 

 

(ｲ) 非住宅部分 次に掲げる建築物の非住宅部分の床面積

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｲ) 一戸建ての住宅（基準省令第１条第１項第２号イ（２） 

及びロ（２）又は同号イ（３）及びロ（３）の規定に係

るものに限る。）のとき。 建築物の床面積について、

第８項第１号イ（イ）ａ又はｂの区分に応じ、それぞれ

に定める額 

ａ 床面積の合計が３００平方メートル未満のとき。  

１件につき１９，０００円 

 

ｂ 床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のとき。 １件につき２６，０００

円 

 

ｃ 床面積の合計が１，０００平方メートル以上  
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２，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

３８，０００円 

ｄ 床面積の合計が２，０００平方メートル以上 

５，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

９５，０００円 

 

ｅ 床面積の合計が５，０００平方メートル以上 

１０，０００平方メートル未満のとき。 １件につき 

１４０，０００円 

 

ｆ 床面積の合計が１０，０００平方メートル以上 

２５，０００平方メートル未満のとき。  １件につき 

１８０，０００円 

 

ｇ 床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のと

き。 １件につき２２０，０００円 

 

 (ｳ) １の建築物のとき。 次に掲げる額のうち、認定申請

に係るものを合計した額 

 ａ 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及

びロ（１）の規定に係るものに限る。） 第３号イ 

（ウ）ａに掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 

 ｂ 住宅部分（基準省令第１条第１項第２号イ（２）及

びロ（２）又は同号イ（３）及びロ（３）の規定に係

るものに限る。） 建築物の住宅部分の床面積につい 

て、第８項第１号イ（エ）ａからｄまでの区分に応じ、 
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それぞれに定める額 

 ｃ 非住宅部分（又は基準省令第１０条第１号ただし書

の規定に係るものに限る。） 第３号イ（ウ）ｃに掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額 

 ｄ 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号ロの規定

に係るものに限る。） 第３号イ（ウ）ｄに掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額 

  

秦野市建築基準条例の一部改正 

別表第１（第５８条、第５９条関係） 別表第１（第５８条、第５９条関係） 

１ 建築物に関する確認申請等手数料 １ 建築物に関する確認申請等手数料 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

１５，０００円 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

１０，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの ２８，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの １８，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ

ートル以内のもの ４３，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ

ートル以内のもの ２８，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、３００平方メ

ートル以内のもの ４８，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ３６，０００円 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ５５，０００円 
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(6) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ６６，０００円 

(5) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ６６，０００円 

(7) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ９３，０００円 

(6) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ９３，０００円 

(8) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １６０，０００円 

(7) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １６０，０００円 

(9) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの ２８０，０００円 

(8) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの ２８０，０００円 

(10) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ３７０，０００円 

(9)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ３７０，０００円 

(11) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 

５０，０００平方メートル以内のもの ４６０，０００円 

(10) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 

５０，０００平方メートル以内のもの ４６０，０００円 

(12) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

９００，０００円 

(11) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

９００，０００円 

２・３ （略） ２・３ （略） 

別表第２（第６０条、第６１条関係） 別表第２（第６０条、第６１条関係） 

１ 建築物に関する完了検査申請等手数料 １ 建築物に関する完了検査申請等手数料 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

２４，０００円 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

１６，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの ３０，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの １９，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ (3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ
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ートル以内のもの ３９，０００円 ートル以内のもの ２５，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、３００平方メ

ートル以内のもの ４４，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ３４，０００円 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ５３，０００円 

 

(6) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ５８，０００円 

(5) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、 

１，０００平方メートル以内のもの ５８，０００円 

(7) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ７８，０００円 

(6) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ７８，０００円 

(8) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １２０，０００円 

(7) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １２０，０００円 

(9) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの １９０，０００円 

(8) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの １９０，０００円 

(10) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ２４０，０００円 

(9) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ２４０，０００円 

(11) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 

５０，０００平方メートル以内のもの ３００，０００円 

(10) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 

５０，０００平方メートル以内のもの ３００，０００円 

(12) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

６１０，０００円 

(11) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

６１０，０００円 

２・３ （略） ２・３ （略） 

別表第３（第６２条関係） 別表第３（第６２条関係） 

１ 中間検査合格証の交付を受けた建築物に関する完了検査申請 １ 中間検査合格証の交付を受けた建築物に関する完了検査申請
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等手数料 等手数料 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

２３，０００円 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

１５，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの ２９，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの １８，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ

ートル以内のもの ３８，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ

ートル以内のもの ２４，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、３００平方メ

ートル以内のもの ４２，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ３３，０００円 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ４９，０００円 

 

(6) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ５５，０００円 

(5) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ５５，０００円 

(7) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ７５，０００円 

(6) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ７５，０００円 

(8) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １１０，０００円 

(7) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １１０，０００円 

(9) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの １８０，０００円 

(8) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの １８０，０００円 

(10) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ２３０，０００円 

(9)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ２３０，０００円 

(11) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 (10) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 
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５０，０００平方メートル以内のもの ２９０，０００円 ５０，０００平方メートル以内のもの ２９０，０００円 

(12) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

６００，０００円 

(11) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

６００，０００円 

２ （略） ２ （略） 

別表第４（第６３条関係） 別表第４（第６３条関係） 

建築物に関する中間検査申請等手数料 建築物に関する中間検査申請等手数料 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

２４，０００円 

(1) 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

１５，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの ２８，０００円 

(2) 床面積の合計が３０平方メートルを超え、１００平方メー

トル以内のもの １８，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ

ートル以内のもの ３７，０００円 

(3) 床面積の合計が１００平方メートルを超え、２００平方メ

ートル以内のもの ２３，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、３００平方メ

ートル以内のもの ４２，０００円 

(4) 床面積の合計が２００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ３２，０００円 

(5) 床面積の合計が３００平方メートルを超え、５００平方メ

ートル以内のもの ５０，０００円 

 

(6) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ５２，０００円 

(5) 床面積の合計が５００平方メートルを超え、１，０００平

方メートル以内のもの ５２，０００円 

(7) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ７０，０００円 

(6) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え、 

２，０００平方メートル以内のもの ７０，０００円 

(8) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １００，０００円 

(7) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え、 

５，０００平方メートル以内のもの １００，０００円 
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(9) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの １６０，０００円 

(8) 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え、 

１０，０００平方メートル以内のもの １６０，０００円 

(10) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ２１０，０００円 

(9)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え、 

３０，０００平方メートル以内のもの ２１０，０００円 

(11) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 

５０，０００平方メートル以内のもの ２６０，０００円 

(10) 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え、 

５０，０００平方メートル以内のもの ２６０，０００円 

(12) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

５３０，０００円 

(11) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

５３０，０００円 

 

 

 

   附 則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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議案第１０号資料  

 

   秦野市手数料条例及び秦野市建築基準条例の一部を改正すること 

について 

 

１ 秦野市手数料条例 

 (1) 条例改正の概要 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴い、原則、

新たに住宅部分を加えたすべての建築物に省エネ基準（以下「基準」とい 
う。）への適合が義務付けされる（図１）ことから、同基準の適合性判定 
に係る事務が発生するため、その手数料を定めるとともに、同判定等に当 
たり、評価方法（仕様基準、計算）を併用（図２）することが可能になっ 
たことから、この併用した場合の手数料区分の細分化を行うものです。 
併せて、建築基準法に基づく完了検査時においても、基準への適合状況

を確認する必要があるため、それらの手数料を定めるものです。 
また、同基準の認定制度が廃止されたため、その認定申請手数料を削除

するものです。 
 

  省エネ基準適合義務の対象拡大（図１） 

 
 

 

 

 

 

 

 

  改正後の住宅の省エネ基準評価方法（図２） 

評価項目  評価方法  

外皮性能 仕様基準 
仕様基準･計算 

計算 

一次エネルギー消費量 仕様基準 計算 

 

県内統一で、上記の手数料追加と新たな評価区分の改正を行うものです。 

 

 (2) 条例改正箇所 

ア 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定手数料（別紙１） 

（別表第１第１０項第１号） 

イ 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定等に係る建築物に 

おける完了検査申請手数料（別紙１）  （別表第１第１０項第７号） 

ウ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料（別紙２） 

（別表第１第１０項第３号） 

エ 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（別紙２） 

（別表第１第８項） 

オ 建築物エネルギー消費性能基準の認定申請手数料（削除） 

（別表第１第１０項第７号） 

評価方法の併用が可能になった 
 

新たに適合義務化(2025.4～) 
 

※非住宅の小規模の手数料区分は従前から定めあり 

※ 

※⇒新たに手数料新設 
 

※ 
 
※ 
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２ 秦野市建築基準条例 

(1) 条例改正の概要 

建築基準法の改正に伴い、省エネ基準への適合が義務付けされることに 
より、重量化している建築物の構造安全性を確保するため、建築基準法に 
おける建築確認及び完了検査（以下「確認審査等」という。）の審査省略 
制度の対象となる建築物の範囲が縮小されます（図１）。 

また、これらの建築物の確認審査等の業務量が増加するため（図２）、

県内統一で、手数料の区分及び額を改めるものです。 
 

確認審査等の対象となる建築物の規模の見直し（図１） 
  

 

 

 

 

 

 

 

建築確認の申請に必要な図書の変更（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

   審査省略制度の縮小により、５００平方メートル以下の確認審査等の業 
務が増加するため、この区分の手数料を増額するとともに、法改正により 
延べ面積が３００平方メートルを超える木造建築物においては、構造計算 
が必要になったことから、審査時間を考慮し、この面積区分を追加するも 
のです。 

 

 (2) 条例改正箇所（別紙３） 

ア 建築物に関する確認申請等手数料          （別表第１第１項） 

イ 建築物に関する完了検査申請等手数料        （別表第２第１項） 

ウ 中間検査合格証の交付を受けた建築物に関する完了検査申請等 

手数料                                      （別表第３第１項）   

エ 建築物に関する中間検査申請等手数料        （別表第４） 

審査期間増加(7 日→35 日) 
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秦野市手数料条例　手数料一覧表【ア 省エネ適合性判定】【イ 省エネ完了検査】

改正後

計算 仕様基準 計算 仕様基準 仕様基準・計算併用法

～ 200㎡未満 34,000円 17,000円 25,000円

200㎡以上 ～ 38,000円 19,000円 28,000円

～ 300㎡未満 69,000円 33,000円 51,000円 21,000円

300㎡以上 ～ 2,000㎡未満 120,000円 57,000円 86,000円 35,000円

2,000㎡以上 ～ 5,000㎡未満 200,000円 100,000円 150,000円 67,000円

5,000㎡以上 ～ 280,000円 160,000円 220,000円 100,000円

モデル建物法以外 モデル建物法 モデル建物法以外 モデル建物法 完了検査手数料

～ 300㎡未満 23,000円 19,000円 23,000円 19,000円 19,000円

300㎡以上 ～ 1,000㎡未満 31,000円 26,000円 31,000円 26,000円 26,000円

1,000㎡以上 ～ 2,000㎡未満 43,000円 38,000円 43,000円 38,000円 38,000円

2,000㎡以上 ～ 5,000㎡未満 100,000円 95,000円 100,000円 95,000円 95,000円

5,000㎡以上 ～ 10,000㎡未満 150,000円 140,000円 150,000円 140,000円 140,000円

10,000㎡以上 ～ 25,000㎡未満 190,000円 180,000円 190,000円 180,000円 180,000円

25,000㎡以上 ～ 230,000円 220,000円 230,000円 220,000円 220,000円

～ 300㎡未満 230,000円 87,000円 230,000円 87,000円 19,000円

300㎡以上 ～ 1,000㎡未満 290,000円 110,000円 290,000円 110,000円 26,000円

1,000㎡以上 ～ 2,000㎡未満 370,000円 150,000円 370,000円 150,000円 38,000円

2,000㎡以上 ～ 5,000㎡未満 530,000円 240,000円 530,000円 240,000円 95,000円

5,000㎡以上 ～ 10,000㎡未満 650,000円 310,000円 650,000円 310,000円 140,000円

10,000㎡以上 ～ 25,000㎡未満 770,000円 370,000円 770,000円 370,000円 180,000円

25,000㎡以上 ～ 870,000円 440,000円 870,000円 440,000円 220,000円

改正前

住
宅
部
分

一
の
建
築
物

戸
建

非
住
宅
部
分

(

工
場
等

)

非
住
宅
部
分

(

工
場
等
以
外

)

一
の
建
築
物

用途 申請床面積

14,000円

適合性判定手数料適合性判定手数料
用途 申請床面積 完了検査手数料

追加

別紙１

追加

←適合義務化



秦野市手数料条例　手数料一覧表【ウ 省エネ向上計画認定】【エ 低炭素認定】

仕様基準以外 仕様基準 仕様基準以外 仕様基準 仕様基準・計算併用法

～ 200㎡未満 4,700円 34,000円 17,000円 4,700円 34,000円 17,000円 25,000円

200㎡以上 ～ 4,700円 38,000円 19,000円 4,700円 38,000円 19,000円 28,000円

～ 300㎡未満 9,400円 69,000円 33,000円 9,400円 69,000円 33,000円 51,000円

300㎡以上 ～ 2,000㎡未満 20,000円 120,000円 57,000円 20,000円 120,000円 57,000円 86,000円

2,000㎡以上 ～ 5,000㎡未満 45,000円 200,000円 100,000円 45,000円 200,000円 100,000円 150,000円

5,000㎡以上 ～ 81,000円 280,000円 160,000円 81,000円 280,000円 160,000円 220,000円

モデル建物法
以外

モデル建物法
モデル建物法

以外
モデル建物法

～ 300㎡未満 9,400円 230,000円 87,000円 9,400円 230,000円 87,000円

300㎡以上 ～ 1,000㎡未満 16,000円 290,000円 110,000円 16,000円 290,000円 110,000円

1,000㎡以上 ～ 2,000㎡未満 27,000円 370,000円 150,000円 27,000円 370,000円 150,000円

2,000㎡以上 ～ 5,000㎡未満 80,000円 530,000円 240,000円 80,000円 530,000円 240,000円

5,000㎡以上 ～ 10,000㎡未満 130,000円 650,000円 310,000円 130,000円 650,000円 310,000円

10,000㎡以上 ～ 25,000㎡未満 160,000円 770,000円 370,000円 160,000円 770,000円 370,000円

25,000㎡以上 ～ 200,000円 870,000円 440,000円 200,000円 870,000円 440,000円

【補足】 ・判定機関又は評価機関が発行する適合証がある場合は、適合証ありの手数料額。適合証がない場合は、市に技術審査料を含む手数料額。（評価方法に応じた金額区分あり）

改正前 改正後

用途 申請床面積

認定手数料 認定手数料

適合証あり
適合証なし

適合証あり
適合証なし

戸
建

一
の
建
築
物

住
宅
部
分

用途 申請床面積

認定手数料 認定手数料

適合証あり
適合証なし

適合証あり
適合証なし

一
の
建
築
物

非
住
宅
部
分

別紙２

追加



秦野市建築基準条例　手数料一覧表

改正前

～ 30㎡以内 ～ 30㎡以内

30㎡超え ～ 100㎡以内 30㎡超え ～ 100㎡以内

100㎡超え ～ 200㎡以内 100㎡超え ～ 200㎡以内

200㎡超え ～ 300㎡以内

300㎡超え ～ 500㎡以内

～ 30㎡以内 ～ 30㎡以内

30㎡超え ～ 100㎡以内 30㎡超え ～ 100㎡以内

100㎡超え ～ 200㎡以内 100㎡超え ～ 200㎡以内

200㎡超え ～ 300㎡以内

300㎡超え ～ 500㎡以内

～ 30㎡以内 ～ 30㎡以内

30㎡超え ～ 100㎡以内 30㎡超え ～ 100㎡以内

100㎡超え ～ 200㎡以内 100㎡超え ～ 200㎡以内

200㎡超え ～ 300㎡以内

300㎡超え ～ 500㎡以内

改正後

36,000円
48,000円

55,000円

申請
種別

申請床面積 手数料 申請床面積 手数料

中間検査なし 中間検査あり

43,000円

200㎡超え ～ 500㎡以内

44,000円 42,000円

53,000円

確
認
申
請

10,000円 15,000円

18,000円 28,000円

28,000円

申請
種別

申請床面積
手数料

申請床面積
手数料

中間検査なし 中間検査あり

19,000円 18,000円 30,000円 29,000円

25,000円 24,000円 39,000円 38,000円

49,000円

申請
種別

申請床面積 手数料 申請床面積 手数料

200㎡超え ～ 500㎡以内 34,000円 33,000円

完
了
検
査
申
請

16,000円 15,000円 24,000円 23,000円

32,000円
42,000円

50,000円

中
間
検
査
申
請

15,000円 24,000円

18,000円 28,000円

23,000円 37,000円

200㎡超え ～ 500㎡以内

別紙３

項目追加

増額改正

項目追加

項目追加
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